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１．はじめに 

 

  公正取引委員会は、平成23年12月６日に高知県内の複数の建設業者とその関係先

に対して、独占禁止法違反の疑いにより立ち入り検査を実施し、平成24年10月17日、

県内建設業者など44者が同法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行

為を行っていたとして、排除措置命令等を行った。 

  県内の多くの大手建設業者が談合に関与していたとされたことで、建設業界全体

に対する県民の信頼を著しく損なうこととなり、当委員会としても非常に残念な思

いである。二度とこのようなことが起こらないように、襟を正し、自ら再発防止に

向けて具体的な対策を講じるとともに、県民の建設業界への信頼回復に向けて全力

を注ぐ必要がある。 

  現在、建設業界をあげて再発防止に向けコンプライアンスの確立に取り組んでい

るところであるが、一日も早くそれぞれの対策が県民の目に見える形になり、継続

して機能していくことが重要であると考える。 

  当委員会は、公正取引委員会の立ち入り検査後の平成24年２月に、高知県が実施

する談合防止対策その他入札制度の改善等について検討し、県に意見を述べること

を目的に設置された。 

  本年３月には、談合防止対策の基本的な方向と早急に実施すべき談合防止対策に

ついての意見を「第１回取りまとめ」として県に報告し、早急に実施すべき対策と

して「コンプライアンスの徹底」と「談合情報対応マニュアルの改訂」の必要性な

どを述べた。 

  今回は、公正取引委員会の調査結果が出た後、県が実施した事業者（県発注工事

において違反行為が認定された21者）からの聞き取り調査の結果も踏まえ、今後、

県が取り組むべき談合防止対策その他入札制度の改善等について、５回にわたり議

論してきたので、その検討の経過を取りまとめて報告する。 

  入札制度の見直しやペナルティーについては、事業者への影響も大きいことから、

今回の取りまとめでは、一定の方向性を示しつつも、それによる課題を示すに止ま

っているものもある。このため、当委員会としてさらに議論を重ね、課題の整理等

をしたうえで、最終の報告を行うこととする。 
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２．今後取り組むべき談合防止対策 

 

県では、これまで入札制度には公平性・競争性・透明性に重点を置きながら、制

度改正を重ねてきた。その基本方針は維持しながらも、どうすれば談合が行われに

くくなるのか、談合が行われた背景などからどうすれば談合しなくてもすむ環境づ

くりができるのかという視点から、入札制度、ペナルティー、コンプライアンスを

中心に課題を整理し、本年11月に県が行った事業者からの聞き取り調査の結果も参

考にしながら、進むべき方向性について検討を行ってきた。 

 

（１）入札制度の見直し 

 

  ① 談合が行われにくい入札制度の見直し 

   ア 競争性の確保 

   （ア）一般競争入札の対象工事の拡大 

      現在、県では、原則5,000万円以上の工事を一般競争入札とし、1,000万

円以上5,000万円未満の工事についても一般競争入札とすることができる

こととしている。 

      一般競争入札は、指名競争入札と比べ手続の透明性が高く、発注者の裁

量の余地が少ないこと、入札に参加する可能性のある潜在的な競争参加者

に門戸を開き、競争性が確保されることなどの特長を有している。 

      このため、一般競争入札の対象工事の範囲を拡大することを検討する必

要がある。 

      ただ、一方でこの拡大により、公共工事の質の低下やいわゆるダンピン

グ受注などの弊害が生じるのではないかとの懸念もあり、こうした課題へ

の対応について検討する必要がある。 

 

   （イ）一般競争入札の地域要件の設定範囲の拡大 

      現在、県の土木一式工事では、Ａ等級の事業者を入札参加資格の要件と

する場合は、地域要件は設定しないが、Ｂ等級以下の事業者を入札参加資

格の要件とする場合は、入札に参加できる事業者の所在地の範囲を土木事

務所の所内事務所の範囲とするなどの地域要件を設定している。 

      これまで、Ｂ等級を入札参加資格とする場合は、ほとんどが所内事務所

の範囲とされており、入札参加資格を有する事業者が少ない事務所では８

者という状況である。 

      入札参加希望者が入札に参加できる地域の範囲が狭ければ、地域密着の

度合いは濃くなり、談合の誘因ともなる。 

      ついては、入札参加資格要件の設定において、入札に参加できる地域の

範囲を広げ、受注意欲のある競争参加者を増やすことにより、実質的な競

争性を高めるよう検討する必要がある。 

      なお、建設業者には、地域防災力の担い手としての役割もあることから、

地域防災力の維持・確保を図る視点も持って、地域要件の拡大の範囲を検

討する必要がある。 
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   （ウ）指名競争入札の指名業者数の拡大 

      現在、県の工事における指名競争入札の指名業者数は、2,000万円未満

の場合は８者、2,000万円以上の場合は10者と固定されている。 

      指名業者数が固定されていることで指名された事業者の特定が容易と

なり、談合の誘因ともなる。 

      県における談合情報等対応マニュアルに則った事業者からの事情聴取

において、工事内容や施工場所から、どこの事業者が指名されているか大

体想像がつくとの話も聞かれている。 

      ついては、指名業者数は下限のみ規定することで、指名業者が類推しに

くくなるよう検討する必要がある。 

 

   （エ）入札参加資格の拡大 

      今回、県発注工事において独占禁止法違反とされた事業者は、すべて当

時の土木一式Ａ等級の事業者である。 

      土木一式Ａ等級の事業者のみを入札参加資格とする工事は、一般競争入

札（総合評価方式）で、地域要件の設定もない。 

      このため、Ａ等級を対象とした入札における競争性を高めるため、Ａ等

級対象工事の一部に、現在特例で１億円以上の工事に参加を認めているＢ

等級同士のＪＶの参加を認めるなどの工夫を検討する必要がある。Ｂ等級

同士のＪＶの参加を認めれば、入札参加希望者の把握は困難となる。 

 

   （オ）予定価格の事前公表の見直し等 

      予定価格を、事前公表すれば低入札価格調査基準価格又は最低制限価格

を類推することが容易となる。これにより、当該価格近傍へ入札が誘導さ

れることや、見積を行わずとも入札価格を決定することが可能となること、

入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な

積算を行わずに入札を行った競争参加者が受注する事態が生じるなど、真

の技術力、経営力による競争を損ねる弊害が生じ得る。国からも事前公表

は取りやめるようにとの通知が出されている。 

      県の予定価格の公表は、事前公表を原則としているが、試行として5,000

万円以上の工事では事後公表としている。 

      事後公表の対象を拡大することで、上記のような懸念される部分の縮小

は図られるが、他方、入札及び契約に関する透明性が低くなれば、秘匿情

報を探るための競争参加者からの働きかけの誘因となるおそれもある。特

に官製談合を防止するためにも、職員のコンプライアンスの更なる徹底と

あわせて慎重に判断すべきものと考える。 

 

   イ 事業者が自己評価できない総合評価方式の施工計画の配点等の拡大 

     総合評価方式における施工計画は、施工の確実性を確保するため、事前に

施工上の課題に関する提案などを求め、県の技術審査会において評価してい

る。その評価点は、過去の公表資料によっても事業者が類推しにくい項目で
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あるが、今回の事案では、事業者からの聞き取り調査により、自社を０点、

他者を満点として、入札価格を決定していたことが分かった。 

     県が評価する施工計画の配点の比重を大きくすれば、仮に同様の方法が採

られたとしても、入札価格の差を大きくしないと落札できなくなる。このた

め、談合を発覚させやすいよう、施工計画とその他の評価項目の配点の見直

しを検討する必要がある。 

     施工計画を求める総合評価方式は、事務負担軽減の観点もあって、平成20

年度の96件から23年度は10件と大きく減少している。この状況の中で、事業

者が自己評価できない施工計画を求める案件を拡大することについて検討

する必要があるとの意見や施工計画は工事の内容によって判断すべきとの

意見もある。 

     一方で、施工計画の工夫には新たな経費が発生するため、事業者にとって

負担になっているとの声もある。 

 

   ウ 総合評価方式における企業の評価点等の公表事項の制限 

総合評価方式における各評価点（内訳）はこれまですべてが公表されてお

り、各事業者は、そのデータを蓄積することによって他者の評価点を類推し

ていたことが明らかになった。 

公表内容を合計点数のみとするなど、一定公表を制限することについて検

討したが、受注者決定の根拠を非公開とすることは入札手続にかかる透明性

が後退することや、合計点から評価項目ごとの配点が類推できるとの意見が

あり、公表内容は従来どおりでよいのではないかと考える。 

 

  ② 談合の有無をチェックできる入札制度の見直し 

    県の入札では、低入札調査制度を適用する総合評価方式による場合を除いて、

事業者から事前に入札価格の内訳の提出を求めていない。しかも、その内容は、

直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の４項目の金額についての

みである。 

    また、県における談合情報等対応マニュアルに則った事業者からの事情聴取

において、入札価格に係る積算をしていない事業者が少なからずいることが確

認されている。 

    入札において、工事費の積算をすることは入札に参加する事業者としての基

本であり、入札の根拠となる工事費内訳書を提出させることを検討する必要が

ある。 

    これにより、談合の疑義が生じた場合のチェックに活用できるとともに、事

業者の積算能力の向上や事業者にとって無理のない適正な価格で、落札者を決

定することにも繋がると考えられる。 

 

 ③ 談合を行うに至った原因・背景に対応した入札制度の見直し 

  ア ダンピング受注の防止 

  （ア）調査基準価格について 

    県が実施した事業者からの聞き取り調査では、談合を行うに至った理由、
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背景として、公共工事の発注量が急激に減少し、平成18年、19年に県内大

手の事業者の倒産が相次いだことや、そうした状況の下で、会社や従業員

の生活を守るために確実な受注と工事利益を確保する必要があり談合に

参加せざるを得なかったとの声が多かった。 

    また、労務単価や資材単価の下落により現行の最低制限価格や低入札価

格調査制度における調査基準価格では利益が出ないとして、これらの価格

の引き上げを求める声も多かった。 

    県の調査基準価格は国の中央公共工事契約制度運用連絡協議会のモデ

ルに準じて設定している。 

    今後、競争の激化に伴い、調査基準価格を下回る入札の増加等が予想さ

れる。いわゆるダンピング受注は、工事の手抜き、下請へのしわ寄せ、賃

金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等、公共工事の品質確保に

支障を生じかねないことに加え、公正な取引秩序をゆがめ、建設業の健全

な発達を阻害する恐れがある。また、県における工事の監督の強化等、行

政コストの増大を招く恐れもある。 

    このため、施工現場の実態等に応じた積算となっているか、また、現在

の調査基準価格や最低制限価格が妥当な基準となっているかを県におい

て検証し、状況に応じて、基準の引き上げを検討する必要がある。 

     

   （イ）予定価格の上限拘束性について 

      県による事業者からの聞き取り調査では、予定価格の上限拘束性の廃止

の意見があった。 

      予定価格は、地方自治法で予定価格の制限の範囲内とされており、その

算定は実勢価格によることが基本であり、予定価格は、言わば標準的な額

である。したがって、市場の動向によっては、市場価格が予定価格を上回

る場合もあり得る。 

予定価格を落札額の上限とする入札では、十分な利益を確保できない

場合があることが談合の一因となっている可能性もある。このため、上限

拘束性を廃止すべきとの考え方は、一考に値すると考える。 

      すべての入札者が予定価格を超過して不調となる入札はほとんどない

本県の現状においては、法律の改正について当委員会で意見を出す必要は

ないと考えるが、県として法律改正を国に要望するにはしっかりとした根

拠を示す必要があると思われる。 

 

   （ウ）総合評価方式における評価値の算出方法の変更 

      県の総合評価方式における落札者の決定は、技術評価点を入札価格で除

して得た評価値が最も高い者としているが、この場合においても、価格の

低さが落札に繋がることとなっている。 

価格評価点と技術評価点を足して算定した評価値により落札者を決定

する加算方式によるほうが、低価格入札による落札を回避できる可能性が

高いことから、加算方式の採用も検討する必要がある。 
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   イ 事業者の経営力の強化（協業化及び合併の促進等） 

公共工事の発注量の減少に比べ、事業者の減少割合は小さく、従前に比

べ事業者の供給過剰の状態となっている。 

    ついては、事業者の経営力を強化し、経営の安定した事業者が増加する

よう意欲のある事業者の協業化や合併が促進されるよう支援していく必

要がある。 

    県においては、協業化や合併をした場合に、入札参加資格の格付や入札

参加機会の確保に一定のメリットを付与しており、これらの周知などによ

り、事業者の協業や合併が促進されるよう検討する必要がある。 

    また、公共事業の大幅な伸びが見込めない中、異業種への参入などにつ

いても支援していく必要がある。 

 

  ④ 適切な入札手続の執行（総合評価方式の施工計画の審査手順の見直し） 

    発注者は、公正さを確保しつつ良質なモノを低廉な価格でタイムリーに調達

し提供する「発注者責任」を今後ともしっかりと果たしていく必要がある。 

    今回の談合では、県における官製談合はなかったが、引き続き職員のコンプ

ライアンス意識の徹底を図り、決して官製談合が起こらない取組を進めていく

必要がある。 

    現在、県における総合評価方式の施工計画の審査は、入札書（入札価格）の

提出期限前に行われており、仮に職員から施工計画の評価点が漏れた場合は、

それを踏まえての入札価格の決定ができることとなることから、そうし得ない

仕組みとするよう、施工計画の審査は、入札価格の提出期限後で開札する前に

行うように改める必要がある。 

 

（２）ペナルティーの強化 

   今回の談合によって、独占禁止法違反とされた事業者のみならず、本県の建設

業界全体に対し、県内外からの信用を損なう事態となり、社会に与えた影響は重

大である。 

 本県にとって建設業は、地域の基幹産業であるとともに、地域防災力の要とし

て重要な役割を担うべき存在であり、二度と今回のようなことがあってはならな

い。 

   建設業界自らもコンプライアンスの確立に向けて歩み始めており、今後の動き

を見ていく必要があるが、県としてもペナルティーを強化し、再発防止に取り組

むことが重要である。     

 

  ① 指名停止期間の見直し 

    独占禁止法違反に対する県の指名停止措置は、高知県建設工事指名停止措置

要綱では、県発注工事で違反が認定された場合、３月以上14月以内である。今

回の適用では、県発注工事での違反行為の場合、10月を標準とし、主導的な立

場の場合は12月、再犯の場合は２月の加算を行っており、その結果、上限であ

る14月に至った事業者がある。 

 特に極めて悪質な事由がある又は極めて重大な結果を生じさせた場合は、長
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期を２倍にできることになっているが、全国の長期・短期の設定の状況や次に

述べる独占禁止法における再度の違反に対する加算月数の増加により、長期・

短期の見直しを検討する必要がある。 

 

  ② 独占禁止法における再度の違反に対するペナルティーの強化 

   ア 指名停止 

 指名停止措置に該当する違反行為等を一定期間内に再度行った場合は、指

名停止期間を加算することとなっている。そのうち、独占禁止法違反の再度

の加算の対象期間は３年で、加算措置は通常２月としている。 

 独占禁止法における再度の違反に対しては、厳しい措置で臨むことが適当

である。 

     ついては、遡及対象期間の延長と加算月数の増加を検討する必要がある。 

 

   イ 賠償金 

     賠償金は、現行は請負代金額の20％（平成23年４月１日施行）である。 

     この率は、全国的にも多くの団体が適用している高い率である。 

     賠償金には、独占禁止法における再度の違反の約定はないが、再度の違反

の場合には厳しく措置する必要があり、他県の状況も踏まえながら、加算条

項の追加を検討する余地がある。 

 

  ③ 主導的立場に対するペナルティーの強化（賠償金） 

    主導的な立場に対するペナルティーとしては、指名停止で上乗せすることと

している以外はない。 

    監督処分については、建設業法に基づく行政処分であり、影響も全国に及ぶ

ものであることから、国の取扱いに準じて対処することが適当であり、県が独

自の処分規定を設けることについては慎重になることが適当である。 

 賠償金については、主導的立場に対する割増規定のある他県事例もあるので、

加算条項の追加を検討する余地がある。 

 

  ④ その他のペナルティーの強化 

    独占禁止法違反に対しては、次のような措置も検討する必要がある。 

 

   ア 指名停止事由の追加 

     入札に関する指名を受けたことを他者に漏らした場合や談合情報等対応

マニュアルに基づく見積根拠資料提出や事情聴取に正当な理由なく応じない

場合など、公正な入札を阻害する事由については、指名停止とすること 

 

   イ 総合評価方式における減点項目の新設 

 独占禁止法違反による指名停止を受けた場合には、一定期間、総合評価方

式において、減点措置をとること 
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   ウ 入札参加資格における地域点数の減点 

     入札参加資格における指名停止に関する減点の下限を引き下げること 

 

（３）コンプライアンスの徹底 

現在、建設業界は再発を防止し、県内外からの信頼を回復するため、建設業界

あげてコンプライアンスの確立に取り組んでいる。この取組が具体的に機能して

いる姿を一日も早く県民の前に示していただきたい。 

県においても、高知県建設業協会の取組を検証するとともに、必要な支援を行

うこと、また、事業者や職員を対象としたコンプライアンス研修を継続実施する

こと、さらには、事業者にコンプライアンス基本方針の策定を促し、策定できて

いない事業者は県の入札参加資格の格付けを下げるなど、コンプライアンスの徹

底の意識づけを図る必要がある。 
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高知県談合防止対策検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 県が発注する建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事（以

下「建設工事」という。）及び建設工事に係る委託業務（高知県公共工事等契約指針（平

成20年７月９日付け20高建管第291号副知事通達）第２の２に定義する委託契約に関する業

務に限る。以下「委託業務」という。）における談合防止対策を検討するため、高知県談

合防止対策検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 委員会は、県が発注する建設工事及び委託業務に関し、談合防止に向けた対策その

他入札契約制度の改善策等について検討し、知事に対して意見を述べる。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員８人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者その他知事が必要と認める者のうちから知事が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成26年３月31日までとする。ただし、委員が欠けた

場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（服務） 

第５条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。  

（委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。  

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員

が、その職務を代理する。  

（会議） 

第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。  

２ 会議の議長は、委員長が当たる。  

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。 

４ 会議は原則非公開とし、情報の公開に関しては、審議会等の会議の公開に関する指針（平

成11年３月１日知事決定）の定めるところによる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、土木部建設管理課において行う。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

める。 

附 則  

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成24年１月24日から施行し、平成26年３月31日をもって廃止する。 

２ 第７条第１項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、知

事が招集する。 
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高知県談合防止対策検討委員会 委員名簿（五十音順） 

 

任期：H24.2.7 ～H26.3.31 

氏 名 役 職 等 備 考 

（委員長） 

甫喜本 敏勝 

自動車安全運転センター高知県事務

所長、元高知県警察本部刑事部長 

高知県入札・契約監視委員会委員 

高知県談合情報等審査会委員 

稲田 知江子 弁護士 高知県建設工事紛争審査会委員 

大年 邦雄 

高知大学教授 

博士（工学） 防災工学ほか 

高知県入札・契約監視委員会委員 

坂本 征子 

元(財)21世紀職業財団高知事務所長 

元高知県立療育福祉センター長 

高知県入札・契約監視委員会委員 

高知県談合情報等審査会委員 

下元 敏晴 弁護士  

村瀬 儀祐 

高知工科大学教授 

博士（商学） 会計学 

高知県談合情報等審査会委員 

山本 洋子 

(有)瑞穂不動産鑑定取締役 

不動産鑑定士 

高知県入札・契約監視委員会委員 

高知県談合情報等審査会委員 

渡邊 法美 

高知工科大学教授 

Ph.D リスクマネジメント 

高知県土木部総合評価委員会委員長 
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高知県談合防止対策検討委員会 審議経過 

 

１．第１回検討委員会  平成24年２月７日（火） 

（１）事務局説明 

・公正取引委員会による立入検査の経緯及び今後の見込み 

・高知県における建設業の状況 

・高知県の入札契約制度 

・全国の談合防止対策の実施状況 

・県及び高知県建設業協会におけるコンプライアンスの取組 

・県談合情報対応マニュアル 

（２）審議内容 

・談合防止対策の基本的な方向について 

・検討の進め方について 

・具体的な検討項目について 

・検討のスケジュールについて 

 

２．第２回検討委員会  平成24年２月13日（月） 

（１）事務局説明 

・建設業の状況（完成工事高営業利益率の推移、産業別総生産構成比の推移など） 

（２）審議内容 

・コンプライアンスの徹底について 

・談合情報対応マニュアルの改訂について 

 

３．第３回検討委員会  平成24年２月20日（月） 

（１）事務局説明 

・公正取引委員会の活動状況 

・高知県入札･契約制度検討委員会(平成８年６月設置)による報告に対する取組 

・昨年度公正取引委員会から行政処分を受けた３県の談合防止対策の取組状況 

（２）審議内容 

・コンプライアンスの徹底について 

・談合情報対応マニュアルの改訂について 

・第１回取りまとめについて 

 

４．第４回検討委員会  平成24年６月22日（金） 

（１）事務局説明 

・第１回とりまとめを受けての県の取組状況 

・他県（山梨、石川、茨城）における公正取引委員会立入検査後の県の対応 

・関係団体の研修計画等の内容 

・高知県談合情報等対応マニュアル 

 

５．第５回検討委員会  平成24年11月５日（月） 

（１）事務局説明 

・独占禁止法に基づく排除措置命令等の措置に伴う県の対応 

    ・コンプライアンスの確立に向けた関係機関への要請 

（２）審議内容 

・談合防止対策の検討の進め方について 
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６．第６回検討委員会  平成24年11月16日（金） 

（１）事務局説明 

・落札率の推移 

・入札・契約制度改正の概要 

    ・高知県発注工事において談合に参加した業者の聞き取り結果（中間） 

（２）審議内容 

・談合防止対策の視点について 

・談合防止対策のたたき台について 

 

７．第７回検討委員会  平成24年11月27日（火） 

（１）事務局説明 

・高知県発注工事において談合に参加した業者の聞き取り結果（最終） 

・談合認定工事(52件)の落札率等 

・県内建設業の営業利益率の推移 

    ・出先機関における一般競争入札の状況 

（２）審議内容 

・入札制度の見直しについて 

・ペナルティーの強化について 

 

８．第８回検討委員会  平成24年12月７日（金） 

（１）事務局説明 

・工事費の構成 

・設計価格及び調査基準価格 

・予定価格の決定方法に関する根拠規定等 

（２）審議内容 

・入札制度の見直しについて 

・ペナルティーの強化について 

 

９．第９回検討委員会  平成24年12月14日（金） 

（１）審議内容 

    ・第２回取りまとめについて 

 

 

 

 

 

 


